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放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
が
通
う
療
育
及
び
居
場
所
機
能
を
持
つ
施
設
と
し
て
、
令
和
元
年
度
は

全
国
で
お
よ
そ
一
万
四
千
施
設
あ
り
、
二
十
二
万
六
千
人
が
利
用
し
た
。
平
成
二
十
九
年
四
月
施
行
の
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
指
定
基
準
等
の
改
正
に
よ
り
、
不
適
切
ま
た
は
質
の
低
い
支
援
に
つ
い
て
見
直
さ
れ
た
も
の
の
、
令
和
二
年
度
の
厚
生
労
働

省
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
改
定
検
討
チ
ー
ム
に
お
い
て
も
、
改
善
を
要
す
る
事
案
が
あ
る
と
さ
れ
る
。 

 

上
記
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
（
以
下
、
「
施
設
」
と
い
う
。
）
で
は
、
三
十
分
未
満
な
ど
極
端
に
短
時
間
で
の
サ
ー
ビ

ス
提
供
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
長
時
間
の
場
合
と
同
様
に
、
一
回
当
た
り
の
報
酬
が
算
定
さ
れ
る
。 

 

１ 

同
じ
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
な
が
ら
、
介
護
保
険
の
通
所
介
護
事
業
所
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
の
短
縮
を
行
っ
た
場

合
、
実
際
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
の
区
分
に
対
応
し
た
報
酬
区
分
を
算
定
す
る
。
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
形
態
に
あ
り
な
が

ら
、
施
設
で
は
、
報
酬
算
定
に
お
い
て
実
際
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。
通
所
介
護
事

業
所
の
報
酬
区
分
と
相
違
す
る
報
酬
算
定
は
、
施
設
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
の
短
縮
に
応
じ
た
減
額
算
定
等
が
不
要
な
た

め
、
過
剰
な
請
求
を
常
態
化
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 



 

２ 

 

 
２ 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
改
定
検
討
チ
ー
ム
が
指
摘
す
る
論
点
に
よ
る
と
、
療
育
の
支
援
時
間
の
長
短
に
つ
い
て
、

ど
ち
ら
を
高
く
評
価
す
べ
き
か
は
判
断
が
難
し
い
と
さ
れ
る
が
、
施
設
が
児
童
の
セ
ル
フ
プ
ラ
ン
に
沿
い
適
切
な
時
間
設

定
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
報
酬
の
算
定
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
予
定
さ
れ
た
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
の
短
縮
が
頻
発

す
る
施
設
に
つ
い
て
は
制
度
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
お
そ
れ
も
あ
る
が
、
政
府
は
原
因
や
傾

向
を
把
握
し
て
い
る
か
。
と
り
ま
と
め
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
詳
細
を
伺
い
た
い
。 

二 

施
設
の
療
育
支
援
の
結
果
と
し
て
児
童
が
発
達
す
る
ほ
ど
、
指
標
該
当
児
に
適
合
し
な
く
な
り
施
設
の
報
酬
が
減
額
と
な

る
。
収
支
の
み
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
施
設
は
療
育
の
成
果
を
求
め
ず
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
続
け
た
方
が
黒
字
経
営
に
寄

与
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
、
介
護
報
酬
に
お
い
て
、
要
介
護
度
の
改
善
に
関
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
及
び

ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
施
設
の
療
育
支
援
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
評
価
設
定
を
検
討
す

る
こ
と
も
有
用
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

三 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
改
定
検
討
チ
ー
ム
が
指
摘
す
る
論
点
に
よ
る
と
、
障
害
の
重
い
児
童
を
受
け
入
れ
た
場
合
や

障
害
が
軽
度
で
あ
っ
て
も
行
動
障
害
を
持
つ
な
ど
、
対
応
が
困
難
な
児
童
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
体
に
よ
り
指
標
該
当
児
の

判
定
に
差
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
地
方
自
治
体
に
よ
る
判
定
の
結
果
、
指
標
該
当
児
の
割
合
が
五
十
％
以
上
に
達
し
な
い
限



 

３ 

 

り
、
基
本
報
酬
上
評
価
さ
れ
な
い
。
地
方
自
治
体
で
差
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
状
況
は
、
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
及
び
施
設

の
不
利
益
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
指
標
該
当
児
の
判
定
に
は
、
介
護
保
険
制
度
の
認
定
調
査
員
及
び
介
護
認
定

審
査
会
の
よ
う
な
、
判
定
の
公
平
性
を
担
保
す
る
手
順
が
活
用
で
き
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

四 

施
設
へ
の
送
迎
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
児
童
生
徒
の
自
立
と
社
会
参
加
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
自
力
で
通
学
す
る
力
を
つ

け
る
こ
と
が
療
育
の
大
前
提
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
平
成
三
十
年
度
の
実
態
調
査
で
は
七
十
九
・
三
％
の
施
設
が
送
迎
加
算
を

算
定
し
て
お
り
、
実
質
的
に
施
設
の
基
本
報
酬
に
近
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
送
迎
加
算
は
、
施
設
に
と
っ
て
保
護
者
へ
過

剰
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
勧
め
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
て
い
る
側
面
が
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 
 

ま
た
、
送
迎
加
算
の
一
部
を
基
本
報
酬
に
組
み
込
み
、
送
迎
加
算
制
度
を
取
り
や
め
る
こ
と
で
、
児
童
生
徒
の
自
立
と
社

会
参
加
を
阻
害
す
る
送
迎
に
つ
い
て
見
直
し
が
進
む
の
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

五 

施
設
で
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
以
外
に
様
々
な
事
務
作
業
、
行
事
等
の
準
備
、
会
議
及
び
研
修
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
基
本
報

酬
は
あ
く
ま
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
請
求
と
な
る
た
め
、
事
務
作
業
な
ど
の
残
業
代
に
関
す
る
人
件
費
を
施
設
が
工
面

で
き
ず
、
職
員
の
サ
ー
ビ
ス
残
業
及
び
休
憩
時
間
の
未
取
得
な
ど
が
常
態
化
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
残
業

な
ど
施
設
の
労
働
環
境
の
実
態
に
つ
い
て
、
調
査
を
行
う
必
要
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 



 

４ 

 

六 

施
設
の
人
員
に
は
専
門
性
の
確
保
が
求
め
ら
れ
る
。
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
改
定
検
討
チ
ー
ム
の
資
料
に
よ
る
と
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
を
一
定
の
経
過
措
置
を
設
け
た
上
で
施
設
の
人
員
配
置
基
準
の
対
象
か
ら
外
し
、
保
育
士
・
児

童
指
導
員
の
み
に
す
る
と
の
検
討
の
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
廃
止
後
に
施
設
の
人
材
確
保
が
間
に
合
わ
ず
、
人
員

配
置
基
準
の
達
成
を
維
持
で
き
な
け
れ
ば
、
施
設
の
経
営
上
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
廃
止
に
よ
っ
て
生
じ

る
影
響
と
対
策
に
つ
い
て
、
詳
細
を
伺
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


